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水田群の水需要の短時間変動が水田用水量に与える影響 

―開水路システムにおける配水管理用水量の役割― 
 

Effect of Short-time Fluctuation of Water Demand  
on Water Requirement in Paddy Fields 

― Role of delivery water requirement in open channel irrigation systems ― 
 

西 田 和 弘＊ 
（NISHIDA Kazuhiro）  

I.  はじめに 

近年，気候変動に伴う自然条件や，農業経営体

規模の二極化，圃場整備等の農業・農村構造の変

化による水田の水管理・水利用の変化が生じてお

り１）２），これに伴う水需要変動への対応，そのた

めの水需要の予測が求められている。例えば，近

年の水稲の作付面積は一貫して減少傾向にあるの

に対し，水田灌漑用水量はほとんど変化しておら

ず，作付面積当たりの用水量は増加傾向にある。

このような作付面積に減少に伴い余裕化した水量

は，「余裕水」と呼ばれることがあり，「農業用水

内部の潜在的な水需要」を満たすために使用され

ていると考えられている３）。このような「余裕水」

の存在が，近年の水需要変化への対応を可能にし

ていると考えられるため，今後の我が国の水需要

変動に対応するには，「余裕水」の役割を明らかに

し，それに基づく水利計画・水利システムを構築

することが重要である。 
ここで，「余裕水」の使われ方を水田ブロックの

水収支に基づいて考えると，水路への供給水量が

変化せず，水田面積が減少したのであれば，水田

からの表面排水か用水路末端からの流出が増加し

ているはずである。これらは，計画用水量の考え

方に基づけば，栽培管理用水量と配水管理用水量

に分類される。このうち，栽培管理用水量は，表

面排水を伴う水管理（中干し前の落水，かけ流し

灌漑等）に必要な水量４）とされており，その営農

上の役割は明確である。一方，配水管理用水量は

「水路末端まで過不足無い配水を可能にするため

に必要な水量」とされているもののその役割は明

確にはされていない。 
	 例えば，配水管理用水量は，計画値では，ブ

ロックへの取水量の 15％程度とされてきた。しか
し，これまでに観測された結果のほとんどはこれ

よりも多く，供給水量の 50％を超えるもの５）も複

数報告されている。このような多量の配水管理用

水量を，営農上必要な水量と捉えるのか，あるい

は，営農上不要な過剰取水と捉えるのか，で水田

の用水計画は大きく変わる。しかし，これが，営

農上必要な水量かどうか，そもそも，このような

多量の配水管理用水量がなぜ発生しているのか，

について十分な検討はなされていない。 
配水管理用水量の大きさやその役割を理解する

ためには，水田群全体での水需要の時間変動の考

慮が不可欠である．すなわち，基本的に一定流量

の水供給が行われる開水路システムでは，圃場へ

の取水量が時間変動を示せば，配水管理用水量は

必ず発生する。しかし，これまでに実施された水

需要の時間変動に関する研究は，期別変動を研究

対象としたものがほとんどで，日間，日内変動の

ような短時間変動を直接の研究対象とした研究は

特定の時間帯への水需要の集中を調べたもの６）し

か存在しない。 
そこで本研究では，同一末端用水路から取水す

る水田ブロックを対象に現地調査を実施し，末端

水路レベルの①水需要の短時間変動の定量と発生

要因，②水需要変動が水田用水量に与える影響

（特に，配水管理用水量の役割と必要性）につい

て調べた。なお，本報の内容は，既報の内容７）を

農業農村整備政策研究部会用に構成し直したもの

である。 

II. 方法 

1．調査地 

現地調査は，2021 年に，栃木県宇都宮市鬼怒川
右岸土地改良区内の水田ブロックを対象に実施し

た．このブロックは，1 本の小用水路（開水路）か
ら取水する 14 枚の水田で構成されており，各水田
の面積は 0.15～0.9 ha，総水田面積は 7.7 ha であっ
た．この小用水路への供給水量は，上流側の水田

ブロックの用水の残りと幹線用水路からの直接取
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水が合流したものが，ブロック上端部で隣接水田

ブロックにほぼ等量分水されたものである．この

水量は，上流ブロックの水利用の影響で大きく時

間変動するが，幹線用水路からの直接取水の効果

で十分な最低水量が確保されていた．8 人の農家に
よって水管理が行われており，基本的に 1日 2回の
見回りが行われ，昼または夜の半日単位での間断

取水が行われていた．また，移植後から中干し前

（6 月 9 日頃）まで（以後，常時湛水期）は常時湛
水を維持する水管理，それ以降（以後，間断灌漑

期）は定期的に非湛水状態を繰り返す間断灌漑が

実施されていた． 
2.  測定項目 

この調査地において，全水田の水田水位，小用

水路の流量を測定した。水田水位は，各水田の水

尻付近に圧力式水位計を設置し，10 分間隔で測定
した。これにより，灌漑の実施有無や時間帯を把

握した。また，水路の流量を，用水路の上流と末

端で測定した。各地点の水位を超音波式の水位計

で測定し，現地観測で得た水位-流量関係を用いて
流量に換算した。この２つの流量差から，ブロッ

ク内水田への灌漑水量を算出した。 

3.  水田ブロックの水収支 

水位の測定期間（2021年 5月 12日～8月 24日）
を対象に，水田ブロック（小用水路と水田群）の

水収支を算出した． 
Qin = Qirr +Qout	    （1） 
∆W = Qirr + R− (P+ ET+Qsur)	  （2） 
ここで，（1）式は小用水路，（2）式は水田群の
水収支式である．Qin は小用水路への供給水量（以

後，供給水量），Qirr は水田群への総灌漑水量（以

後，灌漑水量），Qout は用水路末端からの流出量

（以後，配水管理用水量），DW は水田群の貯留量

変化，R は降雨量，P は浸透量，ET は蒸発散量，
Qsur は水田水尻からの排水量である．それぞれ，水

量を全水田面積と対象期間で除した，単位時間（d）
当たりの水柱高さ（mm/d）で表した．また，これ
らの値に基づいて，栽培管理用水量（Qlot）と圃場

単位用水量（Qd）を計算した．  

III. 結果 

1. 灌漑水田数，供給水量と総灌漑水量 

図-1に，対象地の，降雨量, 灌漑水田数，供給水
量と灌漑水量の推移を示す。なお，多くの水田で

昼（5時～17時）または夜（17時～5時）の半日単
位での灌漑・止水が行われていたことを考慮し

て，半日ごとに集計した． 
灌漑水田数は，対象期間を通して 0～13枚の範囲
で推移し，全期間平均（±標準偏差）は，2.9（±
2.8）枚であった．変動係数（標準偏差/平均）は，
ほぼ 1であり，非常に大きな半日単位の変動が見ら
れた． 
供給水量は，50～110 mm/d の間で時間変動し普
通期の平均供給水量は 76.6 mm/dであった．供給水
量の変動幅は 60 mm/dと大きいが，常に 50 mm/d程
度の最低流量が確保されていた．  
灌漑水量に関しても，大きな時間変動が見られ，

普通期の灌漑水量は 0～59 mm/d で変動し，期間平
均（±標準偏差）は，16.6（±13.4）mm/d であっ
た．灌漑水量の最大値に近いものは，供給水量が

ほぼ全量取水されたものであり，水路末端からの

排水量（配水管理用水量）はほぼゼロであった．

降雨が多い時期に灌漑水量は少ない傾向が見られ

るが，無降雨時に関して顕著な傾向は見られない． 
2．水田ブロックの水収支 

表-1 に期間ごとおよび全期間の水収支を示す．

全期間の供給水量，灌漑水量，配水管理用水量は，

それぞれ，76.6 mm/d，16.6 mm/d，60.0 mm/dであっ
た．配水管理用水量が供給水量に占める割合は

78%であり，極めて大きかった．一方，全期間の圃
場単位用水量，栽培管理用水量は，それぞれ，23.1 
mm/d，7.5 mm/d であった．栽培管理用水量が供給
水量に占める割合は 10%であり，極めて小さかっ
た．利用可能な水量が多いことを踏まえると，節

水的な水管理がなされていたと判断される．  

IV. 考察 

1. 水需要の短時間変動の大きさと発生要因 

本研究地の灌漑水量は，ゼロから供給水量の全

量取水である 59 mm/dまでの範囲で変動し，結果的
に，その変動幅は平均灌漑水量（16.6 mm/d）の 0～
3.5倍，圃場単位用水量（23.1 mm/d）の 0～2.5倍で
あった．このような灌漑水量の大きな短時間変動

は，十分な水量が供給されている開水路地区５）と

需要主導型水管理が行われるパイプライン地区６）

のいずれにおいても報告されている．本研究や既

往の研究の結果を踏まえると，潜在的な水需要の

変動幅，あるいは最大水需要は，圃場単位用水量

を大幅に上回る（倍以上になりうる）と考えられ

る． 
このような水需要の短時間変動の発生要因を探

るため，本研究の水田群の水管理と灌漑水量の短
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時間変動の関係を調べた結果が図-2 である。常時

湛水期，間断灌漑期のいずれにおいても，灌漑水

田数に比例して灌漑水量は有意に増加していた．

また，回帰式の傾きは，灌漑強度の高い間断灌漑

期の方が常時湛水期よりも大きかった．このよう

に，ブロック内の同時灌漑水田数が多く，また，

水田 1枚あたりの灌漑強度が高いほど，総灌漑水量
は，増加する． 
一方，灌漑水田数と総灌漑水量に強い相関が見

られたように，本研究地の灌漑水量の変動は，灌

漑水田数の変動によるものである．この灌漑水田

数の変動は，降雨や夜間灌漑による影響が見られ

たが，全体的にはランダムな変動が生じていた。

一般に，灌漑強度や頻度，時間帯，面積，減水深

は水田ごとに異なるため，間断取水を行えば，灌

漑タイミングや水量はランダムに変動する。 

このことから明らかなように，水需要の短時間

変動が発生する本質的な原因は，間断取水そのも

のにある．水資源に制約がない条件下で間断取水

が行われれば，圃場の水管理を節水的にしても，

灌漑水田数は必然的に短時間変動し，それに伴っ

て水需要，その結果としての灌漑水量も短時間変

動する．  
 
2．配水管理用水量の役割 

このような水需要変動が生じることを踏まえ，

配水管理用水量の役割を考える。従来，配水管理

用水量は，「水路末端まで過不足無い配水のために

必要な水量」とされており，その役割として，取

水のための水位を維持するための水量，管理労力

削減のための水量等が考えられてきた。しかし，

これに基づく計画水量は，現状から著しく乖離し

   
図-1	 （a）降雨量，（b）総灌漑水量および用水路への供給水量，（c）灌漑水田数の半日ごとの変化 
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表-1	 水田ブロックの水収支 
 
 

 

 

 

Q in Q out Q irr Q d R R e ET P Q sur Q lot ΔW

常時湛水期 76.2 60.2 16.0 20.4 6.0 4.1 2.8 18.2 1.2 -0.7 -0.3
間断灌漑期 76.7 59.9 16.8 24.1 10.0 6.9 3.2 10.4 13.7 10.5 -0.5
全期間 76.6 60.0 16.6 23.1 8.9 6.1 3.1 12.5 10.3 7.5 -0.4

（mm/d）
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たものである。 

このような乖離の原因は，以前の水資源が不足

していた時代に普通であったローテーション灌漑

の実施を前提に，計画値が算出されていることに

ある。このような前提は，数十年前の我が国のよ

うに，耕地面積の拡大や人口増加のために国全体

の水需要が増加し，かつ，水資源が絶対的に不足

していた状況では，妥当である．また，このよう

な状況下では，水利用実態や水利慣行とも大差な

かったと思われる． 
しかし，水資源の開発と農地面積の減少により

「余裕水」が存在する現在では，水需要が大きな

短時間変動を示すように，多くの場合ローテー

ション灌漑は前提ではない．また，計画において

想定される渇水条件下でも，農地面積当たりの利

用可能な水資源量は，以前よりも多いはずであり，

ローテーション灌漑のような，農家の水管理に

とって厳しい条件を前提として計画を立てる必要

性は高くない．  
さらに，高齢化に伴う農家数の大幅な減少が予

測される現在では，労働生産性の向上や水管理の

自由度向上が，今後の水稲作を維持するために求

められており，そのための水管理労力の削減や

様々な水管理技術の導入を可能とする十分な量の

用水供給が望まれている．このような状況で，

ローテーション灌漑を前提とする用水量を計画す

ることは，極めて不合理である．水管理労力削減

＋水管理の自由度の向上と，水需要の平均化は明

らかに両立しない． 
以上のような現在の水管理の実態，水稲作の状

況を踏まえると，配水管理用水量は「水需要変動

に応じた取水を可能にするための水量」と考える

べきである．この水量は，圃場に取水されること

はないが，現状の水管理（間断取水）を行うため

に不可欠な水量（管理水量）である．現状の水管

理体系の下での，配水管理用水量の役割と必要水

量を明確にし，それを積極的に確保すべきである． 
3．必要水量の算出 

この場合，どれくらいの水量が必要であるのか，

を決める必要がある．この決定には，水需要の発

生頻度をあらわす水需要の累積確率分布に基づく

評価が有用だと考える． 

これの具体的な例として，本研究地の灌漑水量の

累積分布と供給水量の変動幅を比較した結果が図  

-3 である。本研究地では，供給水量の方が灌漑水

量よりも多い期間が全期間の 97％であり，期間の
大部分の水需要が満たされていた。このように，

供給水量の最低値を，水需要の累積分布の大部分

を上回るようにすれば，水需要変動の大部分に対

応できる．  
このように，水需要の累積確率分布を用いれば，

必要水量を定量的に検討・議論できる．例えば，

ある供給水量の下で，どれくらいの頻度（確率）

で水不足が発生するか，供給水量を増やすことで

どれくらいの効果が期待できるのか，などについ

て，定量的に議論できる．例えば，図‐3 を用いる

ことで，仮に本研究地の供給水量が圃場単位用水

量程度であれば，20％程度の確率で水需要が満た
されず，これ以上の確率で末端まで水が到達しな

かったことが予測できる． 
一方，水需要の累積分布は，圃場や地域の水管

理，気象条件で異なり，また，許容可能な水不足

  
図‐3	 水田群の灌漑水量の累積分布と供給水量の関係 
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図‐2	 灌漑水田数と総灌漑水量の関係（***0.1%有意） 
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の発生頻度も，地域によって異なるはずである．

したがって，最適な粗用水量を決定しようとすれ

ば，①地域の標準的な水管理（あるいは水需要分

布），②許容できる水不足の確率を決める必要があ

る．これらは，水利慣行やそれまでの水利用実態，

今後の想定で大きく変わるので，物理的に決めら

れるものではない．今後起こりうる水需要変動を

正しく評価・予測した上で，地域の実状に合わせ

た必要水量を関係者間で議論し決定することが望

まれる．そのために必要な，水管理‐水需要変動

の関係について現在研究中である。 

V. まとめ 

本研究をまとめると以下の通りである． 
①本研究地の水田群の水需要（灌漑水量）は，

間断取水の実施に伴う灌漑水田数の変動によって，

圃場単位用水量の 0～2.5 倍の大きさの短時間変動
を示した．現状の間断取水を基本とする水田水管

理体系の下では，水田群の水需要はランダムに大

きな短時間変動を示し，その最大値は圃場単位用

水量をはるかに上回る． 
②水需要の短時間変動に応じた取水を可能とす

ることは，水管理労力の削減，水管理の自由度向

上に不可欠であり，我が国の水稲作維持の観点か

ら極めて重要である．開水路システムにおいてこ

れを可能とするためには，圃場単位用水量以上の

用水供給が不可欠であり，これは，必然的に配水

管理用水量を発生させる．開水路システムにおけ

る配水管理用水量は「水需要の短時間変動に応じ

た取水を可能にするための水量」と考えるべきで

ある．現状の水管理体系の下での，配水管理用水

量の役割と必要水量を明確にし，それを積極的に

確保すべきである．  
③計画用水量における配水管理用水量は，水需

要の時間変動特性（累積分布）の将来予測と供給

水量の関係に基づいて，関係者間で議論し決定す

ることが好ましい．  
今後，圃場の水管理変化に伴う水田水需要変化

を予測し，これに対応にするためには，①圃場の

水管理と，末端・支線・幹線水路，河川レベルで

の水利用・水需要の短時間変動の実態把握（デー

タ収集）と理論的分析，②水需要の短時間変動を

考慮した水田用水計画および水利システムに関す

る研究が求められる． 
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農業水利施設の戦略的保全管理に向けた関係機関の連携方策 
 

Collaboration measures among related organizations for strategic conservation and management 
of agricultural water use facilities 

 
 樺 山 大 輔＊ 
（KABAYAMA Daisuke）  

I.  はじめに 

我が国における農業水利施設の大きな特徴は，農地

の生産性向上による私的利益と国土・地域における公

的利益を同時に享受する最も基礎的なインフラであ

り，長い歴史の中で，中央・地方政府と農業者からな

る水利組織など各種団体が地域特性を活かしつつ協働

して構築してきた点にある． 
国立社会保障・人口問題研究所によると，我が国の

総人口は 50 年後に現在の７割に減少，65 歳以上人
口はおよそ 4 割に増加するとの推計 1)が公表されてい

る．今後，我が国の労働力人口はあらゆる産業，組織

で不足することが予想される中，農業水利に必要な

サービスを将来持続的に継続していくためには，デジ

タル技術を活用して土地改良区や行政における限られ

た職員の自由度を高め，集中する業務にも対応可能な

効率的な体制にシフトすることが必要となる．そのた

めには，デジタルネットワークの高度化や関係者間で

のデータ統合等によりコミュニケーションの再構築を

急がなければならない． 
農林水産省農村振興局が策定している「農業農村技

術開発計画（令和 3 年 11 月）」2)には，重点化する技

術開発するテーマとして，農業水利施設の劣化診断・

劣化予測の技術，デジタル技術を活用した農業水利施

設の維持管理の省力化技術のほか，農業水利移設のデ

ジタルツインを実現するための 3次元モデルのデータ
ベースの構築など，データ駆動型ライフサイクルマネ

ジメント技術の確立について明記されている．また，

（国研）農研機構が策定している「中長期計画（令和

3 年 4 月）」3)には，農業インフラのデジタルが掲げら

れ，農業インフラ情報のデジタルプラットフォームの

構築やデータ駆動型ライフサイクル技術による農業イ

ンフラの高性能化・低コスト化を通じて，農業農村に

かかるインフラ整備の効率化，地域経済社会のロバス

ト化に貢献することとされている． 
しかるに，農業水利施設は建設主体の行政，管理主

体の土地改良区など水管理組織，技術を支援する関係

団体及び民間企業という複数主体が協働により構築・

継承されてきた経緯や特徴があることから，組織間の

連携を念頭に置いたデータ連携，データ統合が鍵を握

ると考えられる． 

II. 現行ストックマネジメントの課題 

農業水利施設のストックマネジメントについては，

平成 19 年度の運用開始から既に十数年が経過し，そ
の間，国や地方自治体では既存施設に関する情報収集

や機能診断・機能保全計画の策定が進められ，施設の

経緯と現況を把握する情報が相当程度蓄積されてきて

いる．現行のストックマネジメントでは，将来の劣化

予測に基づく補修等の長寿命化対策の検討と，それを

踏まえた LCC（機能保全コスト）算定が行われる．4) 

ところが，不可視部など状態監視が困難な施設の経

時変化については，劣化予測はデータ分析に基づいた

ものではなく，突発事故など内在するリスクも考慮さ

れていない．また，余寿命の予測が困難であるほか，

施設の状態評価がヒトの経験に依存するエンジニアリ

ングジャッジで判定されるため，事後保全と比較した

予防保全の期待効果は確実性が低い． 
こうしたことから， 
① 劣化予測の高精度化 
② 機能診断や対策工法選定の自動化 
③ LCCへの物価変動の反映 
④ 豪雨や地震等の外部環境へのリスクを反映 
などが課題として考えられるが，いずれも経済・社

会情勢を含む将来の不確実性を予測する必要があり対

応は容易でない．将来的には管理者，造成者，研究者

等が連携してサイバー空間上のデータ活用で対応して

いくべきことと考えているが，短期的には， 
①	 地区全体での課題の優先順位付けと重点化 
②	 他地区や他分野のデータも活用した重点課題に

対するデータ分析手法の開発 
③	 開発時における労務費削減可能性の検討 
④	 財務を加味したマネジメントの検討 
などが考えられ，現場における実務レベルでの対応
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が求められる．ただ，それよりも優先的に対応すべき

事項は，これまで収集・蓄積してきた突発事故や機能

診断等に関する膨大な既存データを整理・分析し，現

状でも想定できる課題を把握することである． 

III. 将来におけるマネジメントの検討 

1. 土地改良区の財務諸表について 

土地改良区では，農林水産省農村振興局整備部が定

める「土地改良施設の資産評価マニュアル（平成 31
年 2月）」5)を参考に農業水利施設の資産評価を行い，

「土地改良区会計基準（平成 31 年 2 月）」6)に則って

貸借対照表の「資産の部」における固定資産に計上さ

れている．この資産評価額（簿価）を将来における農

業者からの賦課金や積立金にいかに反映するかは大き

な課題と考えられる．もっとも，土地改良区の財務の

みでは将来における農業水利施設の整備事業全体を見

通すことは困難であり，更新事業等の主たる事業主体

である行政機関の投資計画についても，農業水利の現

場で取得したデータやサイバー空間におけるデータ分

析結果を踏まえた「見える化」が必要である．そうし

た意味でもデジタル技術の活用は財務会計と合わせて

検討するのが望ましいと言える．ここで，正味財産増

減計算書の経常支出に計上される維持管理費はいわゆ

る収益的支出であり，管理者である土地改良区の経常

支出である．一方，施設更新や大規模修繕は造成者で

ある行政機関が施行し，その事業費は耐用年数に基づ

く減価償却費として後年度費用に転化されるが，それ

にも関わらず土地改良区は受益者として事業費の一部

を負担する（資本的支出）． 
なお，正味財産増減計算書の「経常増減の部」の経

常収入（土地改良事業収入）として経常賦課金と特別

賦課金が計上される．農業水利施設の維持管理費には

経常賦課金が，施設更新等の事業費負担金には特別賦

課金が充当される．将来における更新費用を世代間で

公平に負担するためには，平準化して円滑な財政運営

を図るとともに，土地改良区が組合員から将来の負担

金を事前に徴収して土地改良区会計の積立金を確保す

ることが望ましい．7)その際，金額の根拠や支出の時

期が論点になるが，資産価値（簿価）の減価償却累計

額相当を積み立てるという考え方について，現場の土

地改良区組合員に広く理解を求め浸透させるのは米価

や農業所得を考慮すると難しいと考えられる． 
既に土地改良法が改正され複式簿記による財務諸表

が義務化されているが，現場では次のような意見が出

されている． 
①	 財務諸表の活用方法が分からないので示してほ

しい．	
②	 財務諸表から得られる情報を，賦課金や積立金

どの財務施策にまだ反映できていない．	
③	 積立金の根拠について見える化を図る必要があ

るが，根拠に減価償却累計額を適用するのは無

理がある．	
もっとも，こうした意見の背景には，土地改良区会

計における農業水利施設の資産価値と賦課金等収入と

が直接対応していないこともあると考えられる．将

来，デジタル技術により更新事業に要する費用につい

て，諸々のリスクを考慮してもなお信頼性の高い予測

が可能となれば，会計上の固定資産額は参考扱いとし

て，将来の更新費の推計額をもとに積立金及び賦課金

の根拠を算出すべきではないかと考えている． 
2. デジタル技術の活用について 

農業水利施設の現場課題を把握するためには，まず

は施設管理者等の意見を直接聴取し，予断を持たずに

客観的に整理することが重要と考えている．そのた

め，本稿ではデジタル技術に関する施設管理者の意

見，すなわち現状認識やニーズを重要情報として列挙

し，それらを勘案したうえでデジタル技術活用の基本

的な考え方を提示したい． 
(1) デジタル技術に対する施設管理者の意見	 農

業水利施設の戦略的保全管理に向けたデジタル技術の

導入について，土地改良区及び土地改良事業団体連合

会（土地連）と個別に意見交換を行ったところ，次の

ような意見が出された．聴取した土地改良区は，国営

事業と県営事業の関連地区計 6団体と県土連は 2団体
である． 
①	 AI による浸水予測の精度が高くなったとして
も，現場の施設操作は従来手法から変更しないの

で業務の効率化は難しい．	
②	 県や土地連によっては，既に三次元データの作

成や活用に取り組んでいるが，現場のデータ収集

には相当の時間が必要である．	
③	 管水路や地下埋設物については，デジタルデー

タを使ってリスクを把握できる技術を早急に開発

してほしい．	
④	 水利施設のデータがオープンになれば，デジタ

ルが有効利用される可能性が広がる．	
⑤	 施設管理の労務削減には，業務に優先順位を付

け点検箇所を重点化するしかない．	
⑥	 土地連が運用中のシステムには搭載されていな

い気象情報等のデータを補完したい．	
⑦	 デジタル技術の活用は，面整備と一体的に進め

ないと効果は限定的にしか発揮されない．	
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こうした意見は，一部の施設管理者と水土里情報

システムの運用者から得られたものであるが，これ

らを集約して解釈すると，「労働力不足に対応するた

めのデジタル技術は，現存する農業水利施設に乗せ

るだけではなく，更新や補修時期に合わせてデジタ

ル化に対応したハード整備も必要」，「土地連が中心

となって運用している情報システムは踏襲すること

が前提であり，システム間連携で付加価値向上が期

待できる」，「デジタル技術導入は地区内の全施設を

対象に一律に考えるのではなく，課題となる特定の

施設を優先して検討し，まずはノウハウ獲得を目指

すべきではないか．」という重要な考え方を導くこと

ができる．	
(2)デジタル技術導入の基本的な考え方 導入に当

たっては稼働中のあらゆる既存システムへの影響に配

慮する必要があり，施設の破損リスクの把握など，管

理者，造成者ともニーズが高く従来は対応困難だった

課題に対しデータ分析により解決を図る．そのために

は行政機関と土地改良区，研究所等がデータをオープ

ンにする場を設置しその場を活用しながら次の 3つの

アクションを繰り返すことで定着を図るべきと考えて

いる．	

①	 課題の特定	 各区地区における農業水利施設全

体の中で課題の優先順位付けを行い，課題解決ま

でのデータ活用手法を開発する．	

②	 データの取得	 ①に必要なデータの保有者，作

成者を特定し取得に向けた調整を行う．	
③	 データの取扱いとハード整備	 オープン化など

データの取扱いとデジタルデータの活用を前提と

した農業水利施設の新たな整備手法について検討

する．その際，行政等の事業主体は，整備手法の

転換による効果としてヒトによる労働力の削減を

成果目標とする．	

IV. データ連携を通じた組織間連携 

農業水利施設は図-1 に示すように①管理主体，②

整備主体，③研究所など複数の組織が重層的に関与し

ており，各機関が保有する管理，施設，技術の各デー

タは分散して所在するとともに，統一性やデータ間の

親和性は極めて低い．そのため，財政的・技術的課題

に対して必要となるデータを，管理主体，整備主体及

び研究所等が必要に応じて共有できる状態にすること

により組織間連携の効率が高まると考えられる．課題

そのものだけでなく解決プロセス等の共有でさらに効

果が高まる．フィジカル空間からのデータ取得やサイ

バー空間でのデータ分析の手法など解決プロセスにつ

いても，管理主体，整備主体，研究所の各機関横断的

に検討するということである． 
データ連携に向けては，特に次の 2つが重要課題と
考えている．各課題について，明確な方針を関係機関

で共有することが重要と考える． 
①	 調査・事業実施，施設管理の現場と研究開発と	

のマッチング	 管理者，造成者及び研究者等が必

要に応じて個別に取得・保有しているデータにつ

いて，その都度調整することなく共同利用するた

めのプラットフォームを構築し，既存のデータ

ベースや分散したデータを統合する．なお，新規

データ取得には相当のコスト負担が想定されるた

め，技術開発と一体的に現場実態を踏まえた取得

データの見極めがポイントとなる． 
②	 データ連携による業務の効率化（事業費削減，

調査・工事施行の最適化，土地改良区のキャッ

シュフロー改善，少人数体制の整備）	 複数の組

織間を横断するフラットで常時入退出可能なサイ

バー空間上の連携データを活用し，施設整備の優

先順位付けや執行体制を含む業務効率化を図る． 
 

図-1 データを通じた関係機関の連携 

V. デジタルデータの取得と活用方策 

1．デジタル活用の具体的イメージ 

サイバー空間を有効に活用するためには，フィジカ

ル空間における現場実態に即したデータについて，い

つ，何を，どのように取得するかの判断が重要であ

る．従来の実証調査や数値シミュレーションでは，対

象現場に限定したデータ活用となっているが，これか

らは，取得データはもとより他の類似分野のデータや

取得済みデータも活用して総合的な分析を行い，新た

に得られた知見は類似する他地区の現場に適用するほ
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か，一般化や各種技術基準への反映を目指すべきであ

る． 
具体的なイメージを示すため，（国研）農研機構農

村工学研究部門が，畑地下に埋設された末端パイプラ

インを対象に実施中の調査の例を挙げる．これは，T
字管（塩ビ管）管の継ぎ手部に亀裂が入り漏水事故が

発生したことを受け，継ぎ手部の挙動把握と亀裂発生

原因の予測という課題に対する現地検証である．現場

では水圧，塩ビ管のひずみや変位，土圧などの力学的

データをセンサーにより継続して取得し分析してい

る．当該現場のみでデータ取得が完結すれば，得られ

る知見も限定的であるが，例えば，水道管の破裂事故

事例なども参照すれば，それらのデータ結果も参考に

し AI によるパターン認識などデータ融通による新知
識の発見と他地区への幅広い技術の適用に繋がるので

はないかと考えている． 
2．既往技術の活用と現場へのフォードバック 

（国研）農研機構農村工学研究部門で開発している

主な技術（特に公表資料 8), 9)）は，実験室や農業水利

施設の設置現場で得られたデータを元にしているた

め，デジタル化が進む将来においても不可欠な要素技

術であると考えている．農林水産省の補助事業である

官民連携新技術開発研究事業においては，平成 9年度
から令和 3 年度までに実施・完了した 99 件のうち，
約 7 割に相当する 70 件に農村工学研究部門が参画し
た実績があり，研究分野は農業水利施設の保全管理以

外にも農地整備や農村環境，エネルギー活用など多岐

にわたっている．しかし，こうした技術は基本的に，

限定された地域の特定課題には適応可能であるが，汎

用性が低くデータ融合やデータ分析によるパターン認

識や新知識発見にはほど遠い．そのため，今後は事業

現場の課題を的確に捉え，具体的な解決策を想定した

うえでデータ取得方法やデータ形式，管理者や事業主

体へのフィードバック手法等を検討する必要がある． 

VI. おわりに 

今後，農業者のみならず行政や水利組織，民間企

業などでも労働者の減少が農業水利全体に深刻な影

響を及ぼす懸念がある．だからといって現存する土

木施設や機械設備，水管理施設にロボットやリモー

トセンシング技術を上乗せするだけでは労働力の代

替手段として有効に機能しないであろう．それは，

既存施設がデジタル活用を前提とした設計とはなっ

ていないからであり，中長期的な視点からは，将来

の更新整備や農地整備等と合わせた導入の在り方を

考えるべきである．そこでは，ハードの機能や効率

性を高めるためにソフトを付加するという従来の考

え方を逆転させ，開発されたデジタル技術（ソフト）

に対応して効果が最大限できる施設（ハード）に造

り直すという発想が基本になると考える． 
それには，既存データを収集・加工・融合する技

術の開発と，水土里情報システムを始めとする現在

稼働中の既存システムの活用が必要である． 
これらを踏まえたうえで，行政，水利組織，研究

所ほか関係組織間の協議調整（特にコミュニケー

ション）など業務全般において，デジタル技術の活

用による労務削減効果の検証が求められる． 
そうした効果を睨みながら，国と研究所による

データ連携の場としての農業インフラ独自のプラッ

トフォームを構築し，稼働中の情報システムや関連

する他分野のシステムと接続する．農業水利施設に

関わるデータ群をフィジカル空間における組織重層

構造からサイバー空間におけるフラット構造へと転

換できれば，組織間の協議調整等の業務効率が飛躍

的に高まるであろう．そこでは円滑なデータ流通が

実現するので物理空間での障壁を超え，今後ますま

す減少するヒトの自由度が高まるとともに，関係機

関との間で新たなコミュニケーションが創造され，

将来にわたって持続可能な農業水利施設の戦略的保

全管理が可能になると考えるからである． 
 
謝辞 意見を頂いた土地改良区及び県土連に感謝申し上げます． 
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ドローンを活用した業務展開 

～三次元点群データの活用～ 
 

Business development using drones 
 

  仲田 往久＊   
  （Nakada Yukihisa）   

 

I.  はじめに 

近年ビジネスやサービスの次世代のあり方を示す

キーワードに「IoT」という言葉が注目されている．
この分野で特に有望視されているのがドローン． 
静岡県土地改良事業団体連合会では，平成 30 年に
ドローンを初めて導入し，現在 2機所有しいる．撮影
は，無人航空機操縦技能講習を受けた 4 名の職員で
行っている． 
導入時は，飛行のデモンストレーションを行い普及

活動しながら，イベント撮影や農地利用調査などに利

活用してきた．現在は，導入時に計画した長期の段階

となり，構想設計や基本設計にも活用している．設計

に三次元データを用いることによって農業者が整備後

をイメージすることが容易となり合意形成がスムーズ

となる． 
また，新たに追加導入したドローンは，サーマルカ

メラを搭載し温度計測が可能なため，温度変化による

コンクリート構造物のクラックなどの劣化調査や，た

め池の漏水調査などに活用が見込まれる． 

II. 機材導入の流れと使用ソフト 

1.  機材導入の流れ 

2015：ドローン導入と三次元設計の検討 
2018：ドローン購入（PHANTOM4 PRO） 
：操縦士講習 3名受講 

2020：構想設計業務 2件受注 
：点群処理ソフト，三次元設計ソフト各 1本
購入 

2021：構想，基本設計業務 8件受注 
：メッシュ土量，運土計算ソフト各 1本購入 
：三次元設計ソフト 2本追加購入 
：ドローン追加購入（Mavic2 Enterprise Ad-

vanced） 
：操縦士講習１名受講 

2022：構想・基本設計業務 11件受注 

2. 使用ソフト 

SfMソフト：Metashape Pro 
点群処理ソフト：3D-BASE-PRO 
三次元設計ソフト：AGRI-3D 
メッシュ土量・運土計算ソフト：CUBOⅢ 
三次元点群 Viewer：Potree，CioudCompareなど 

III. ドローンから得られるデータ 

ドローンには様々な機体の種類，カメラの種類が存

在し，得られるデータは多様であるが，本会で所有し

ているドローンで撮影した複数の写真から SfM ソフ

トでオルソ画像（図-1）や三次元点群データ（図-2）

を作成したものを示す． 
 

図-1 オルソ画像 

図-2 三次元点群データ（識別標高図） 
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IV. 様々な三次元点群データの種類 

三次元設計を行なっていく上で元となる三次元点群

データを整理検討した． 
三次元点群データを取得するには主にレーザー測量

と写真測量がある．レーザー測量は地上レーザー，航

空レーザーに区分され，さらに図-3 のように細分化

される．その中でも設計に使われる主な種類の特徴を

図-4で整理を行なった．	
 
1. 三次元点群データの種類 

 
図-3 三次元点群データの取得方法 

 
2. 三次元点群データの特徴 

 
図-4 三次元点群データの特徴 

 

3. 移動式レーザースキャナー特徴 

移動式レーザースキャナーは，レーザー測量機を

背負い，歩いたルートの左右，上下方向にレーザー

光発射し地形・地物を計測することができる． 
この地区（図-5）は，世界文化遺産に認定されて

いる三保松原での事業計画の際，松が植栽されてい

る正確な位置が必要となった．地区内に 600本ほど
あったため，早い・安い・正確な方法を検討し，専

門業者に依頼し計測を行なった． 
約 20ha を半日程度で計測し，点群処理ソフトを

用いて地表面でフィルターを掛けることで松の生え

際が丸く浮かび上がる（図-6）．この点群データを

GIS に読み込み，丸く浮かび上がった松の中心にポ
イントを作図することで位置精度を確保した． 

図-5 移動式レーザースキャナー 

図-6 浮かび上がった松 

 
4. ドローンレーザースキャナーの特徴 

ドローンレーザースキャナーは大型ドローンに

レーザー測量機を搭載し，上空より下方向にレー

ザー光発射し地形・地物を計測することができる． 
樹林の密度が高いとレーザー光が地上まで届かな

いためグラウンドデータが計測できない場合がある

（図-7）． 

図-7 樹林密度が高い場合のグラウンドデータ 

 

5. ドローン撮影（点群データ）の特徴 

ドローンで撮影した写真から三次元点群データを

作成するには，空撮された複数の画像からカメラの

撮影位置を推定し，同一地点に対するそれぞれの画

像の視差から対象物全体の三次元モデルを生成す
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